
淡路市釜口所在地

居宅（戸建住宅）建物用途

木造瓦葺平屋建（現況確認による、建物登記はない）構造及び階数

不明建築年
• 建物登記及び課税台帳の記録がなく所有者は不明

• 近隣住民への聴取調査から過去の居住者が判明するが死亡していた。

• 上水道給水新設申込書から申込者と居住者が同一氏名と判明。

• 特定した居住者の氏名から、戸籍調査を行い居住者の相続人にあた
る者6名を把握する。

所有権等の情報

平成27年12月市が空家を認識した時期

当該空き家は地番が割り当てられた筆の上にはなく、里道（赤線）
上に建っている。その他

1．対象物件の基本情報
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特定空家等の認定について
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2．位置図
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3．付近見取図
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4．現況写真
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4-1．現況写真
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5．里道上に建つ建築物

対象物件
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6．市が把握した所有権のある者の状況
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7．市が把握した所有者等への通知・連絡状況

所有者等からの反応内容方法日付

F氏から連絡がある。D氏へ
空家等の管理を送付

普通郵便による
通知平成28年1月12日

相続権のある者、全員への通知を要望される。F氏にその後の状況を
ヒアリングする電話連絡令和2年7月27日

連絡なし。相続人5名へ
空家等の管理依頼書

普通郵便による
通知令和2年8月25日

連絡なし。相続人5名へ
空家等の管理依頼書

普通郵便による
通知令和3年1月22日

相続人のうち、I氏から相続放棄したと連絡ある。相続人6名へ
空家等の管理依頼書

普通郵便による
通知令和5年11月17日

連絡なし。相続人5名へ
空家等の管理依頼書

普通郵便による
通知令和6年2月29日

相続人のうち、H氏から相続放棄したと連絡ある。相続人5名へ
空家等の管理依頼書

普通郵便による
通知令和7年6月9日

D氏と面会し、被相続人が居住者と確認できる。
後日、F氏から被相続人が所有者ではないと架電がある。

D氏とF氏の自宅を訪問
する訪 問令和7年11月26日
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8．淡路市特定空家等の判定基準を用いた判定

• ①衛生、環境、その他生活環境に係る判定基準で【顕著】に該当する項目があるため
Ｃランクに該当

• ②周辺への影響と危険性の切迫性で【危険性（中）】に該当
• 特定空家等の認定基準で特定空家空家等に該当する。
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